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はじめに

　プーチン提案の憲法改正（以下，2020年

改正）（1）への対案を提示した啓発冊子 憲法

の脱構築 （2）の編者で政治評論家のキリル・

ロゴフは，1993年ロシア連邦憲法（以下，

93年憲法）の二つの見方を紹介している（3）。

ある見方によれば，93年憲法は， 社会を専

制の最終的勝利から守る最後の砦 である。

しかし，別の見方によれば， プーチンの憲

法改正は，基本法の条文 を，93年憲法の も

とですでに，そして多く点では憲法のゆえに，

十数年にわたり形成 されてきた 現実に合

わせただけ のものである。前者を， 専制

からの最後の砦として93年憲法 論，後者を，

憲法現実の発現の要因としての93年憲法

論とでも名づけることができる。

　 憲法の脱構築 の執筆者は高等経済学院

法学部の教員で，タマーラ・モルシャコー

ヴァ，エリーナ・ルキヤーノヴァおよびミハ

イル・クラスノフ（4）らが短い論文を寄せてい

る。冊子の性格から掲載論文は学術論文では

ない。しかし，そのためにかえって，93年

憲法および2020年改正へのかれらの評価の

要点が明確に表われている。

　93年憲法についても，2020年改正につい

ても，かれらのあいだに一致はない。そもそ

も，モルシャコーヴァも指摘するように，対

案の提示はプーチンの設定した土俵に引き込

まれることに過ぎない という指摘もあっ

た（5）。2020年改正は，プーチンの個人権力の

維持または強化の試みなのだから，その点の

暴露こそが重要で，対案提示は必要ない，む

しろ有害であるとの考え方にも理由はある。

　では，なぜ， 憲法の脱構築 で対案提示

が行われたか。そして，対案提示では共通し

ながら，93年憲法の評価および2020年改正

の評価が，かれらのあいだで異なるのはなぜ

だろうか。
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一　93年憲法の定める憲法改正手続

　 憲法の脱構築 の検討の前に，93年憲法

の改正手続に触れておこう。なぜなら，この

点が，議論の前提だからである。

　93年憲法は，前文と次の9章で成り立つ。

第1章（憲法秩序の原則），第2章（人および

市民の権利および自由），第3章（連邦制度），

第4章（ロシア連邦大統領），第5章（連邦議

会），第6章（ロシア連邦政府），第7章（裁

判権および検察），第8章（地方自治），第9

章（憲法改正および新憲法制定（6））。

　第1章，第2章および第9章の見直しは第

135条が，第3章から第8章の改正は第136条

が，これを規定している。これらとは別に，

第65条の改正を対象としているのが第137条

である。

　93年憲法は，ソ連の憲法から，連邦構成

主体を憲法に記すことを引き継いでいて，第

65条1項に，連邦構成主体と地位と名称を列

挙している。この結果，連邦構成主体の新設

（新規または廃置分合）または改称があると，

65条1項の改正が必要となる。連邦構成主体

の新設または改称は多く，このため，93年

憲法の改正は多いように見える。しかし，こ

れを除けば，2008年と2014年の改正に止ま

る（後述）。

第137条に基づく憲法改正

　連邦構成主体の改称だけの場合（第137条

2項）はここでは省略する（7）。新連邦構成主

体の新設（新規または廃置分合）の結果とし

ての憲法改正（第137条1項）は，93年憲法

の特徴の一つであり，以下に紹介しておく。

　第65条2項は， ロシア連邦への加入およ

び新連邦構成主体の設置は，連邦的憲法法律

の定める手続でこれを行う と規定している。

この連邦的憲法法律は，2001年に制定され

た。 ロシア連邦の新連邦構成主体のロシア

連邦への加盟およびロシア連邦におけるロシ

ア連邦の新連邦構成主体の設置の手続 につ

いての連邦的憲法法律（8）（以下，2001年設置

手続法）である。

　2001年設置手続法によると，新連邦構成

主体の加盟の場合（第9条4項）は，新連邦

構成主体のロシア連邦への加盟と設置（新規）

を認める連邦的憲法法律が，連邦構成主体の

設置の場合（第13条2項）は，連邦構成主体

の設置（廃置分合）を認める連邦的憲法法律

が，連邦構成主体の地位と名称を決める。言

い換えれば，これらの連邦構成主体の設置に

ついての法律が連邦構成主体の地位と名称を

決定し，この決定が，第65条1項の改正の効

力をもつ。

　第65条2項に基づく2001年設置手続法の

内容は，もちろん，第137条1項と同旨であ

る。第137条1項は， ロシア連邦憲法第65

条の規定の改正は， ロシア連邦の新連邦構

成主体のロシア連邦への加盟およびロシア連

邦におけるロシア連邦の新連邦構成主体の設

置 についての連邦的憲法法律， ロシア連

邦構成主体の憲法上の地位の変更 について

の連邦的憲法法律でこれを行う と規定する。

　2001年法の制定は，憲法に指示がある連

邦的憲法法律の制定としては時期が遅い。制

定は，プーチンの連邦改革の一環で，2001

年設置手続法が制定されると，連邦構成主体

の廃置分合が進んだ。廃置分合の例は，以下

のとおりである。クラスノヤルスク辺区（ク

ラスノヤルスク辺区，タイムル自治管区およ
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びエベンキ自治管区の統合，辺区名は変わら

ず）（9），ペルミ辺区（ペルミ州とコミ・ペル

ミ自治管区の統合）（10），カムチャッカ辺区（カ

ムチャッカ州とコリャーク自治管区の統

合）（11），ザイバイカル辺区（チタ州とアガ・

ブリャート自治管区の統合）（12），イルクーツ

ク州（イルクーツク州とウスチオルダ・ブ

リャート自治管区の統合，州名は変わら

ず）（13）。これらは小規模自治管区を整理した

ものである。

　加盟の例は，クルィム共和国およびセヴァ

ストポリのロシア連邦への編入である。これ

はロシア連邦の国内法から見れば， クルィ

ム共和国のロシア連邦への加盟ならびにロシ

ア連邦を構成する新連邦構成主体―クルィム

共和国および連邦的意義市セヴァストポリの

設置 についての連邦的憲法法律（14）に則っ

て行われたものである。

　各連邦構成主体の設置についての法律は，

第2条で，新連邦構成主体の地位と名称を決

定している。

第135条および第136条に基づく憲法改正

　これらを除けば，プーチンが憲法改正を

2020年1月に提案するまでは， ロシア連邦

大統領および国家会議の任期の変更（15）， 連

邦政府との関係での国家会議の監督権限（16） 

ロシア連邦の最高裁判所および検察 （17），

ロシア連邦連邦議会連邦会議（18）の4点につ

いての憲法改正が，第136条の手続きにした

がって，2008年と2014年に行われたに過ぎ

ない。もちろん，それぞれ重要である。

　ただ，憲法改正の時期から判断すると，

2008年と2014年の憲法改正は，プーチン政

治の帰結であって手段ではなかった。プーチ

ンが2000年に連邦大統領になったとき，す

でに， ロシア連邦憲法の改正の採択および

発効の手続 についての連邦法律（19）は採択

されていた（1998年3月4日）（20）。プーチンは，

連邦改革や行政改革，司法改革，地方自治改

革を進めたから，任期の早い時期に，第136

条による憲法改正の提案があってもおかしく

なかった。しかし，プーチンは，かれの行う

改革を93年憲法の枠内と位置づけて一連の

改革を進めた（21）。

　それは，別として，第136条は次のような

手続を規定する。憲法改正法の採択は，連邦

的憲法法律の採択に準じ，連邦会議の構成員

定数の4分の3以上，国家会議の議員定数の

3分の2の条件付き多数で採択される（第108

条）。加えて，発効のために，3分の2以上の

ロシア連邦構成主体の承認が必要である。

　 ロシア連邦憲法の改正の採択および発効

の手続 についての連邦法律はあまり注目さ

れることがない。ただ，以下の点は注目して

おいてよい。この法律は ロシア連邦憲法の

第3章から第8章の改正（複数） は， ロシ

ア連邦憲法の改正についてロシア連邦法律の

形式でこれを採択する （第2条1項）と規定

し，ロシア連邦憲法の改正（単数）の提案

は， 新しい条の本文 ， 条の新しい本文

または 条の削除の規定 （第3条2項）から

なると規定する。ここでの最初の改正は複数

で，次の改正は単数である。そして，条はす

べて単数である。もちろん，ある条の改正は，

関連する条の改正を伴うから，改正の対象の

条文は複数となる（第3条3項）。

　つまり，この法律は，ある単独の条の改正

（およびそれに関連する複数の条の改正）を

対象として憲法改正法を作成すべきことを前
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提としていると理解できる。そして，そうし

た憲法改正法の集合として改正を捉えてい

る。2008年と2014年の改正はこの方式，つ

まり，個別方式による。しかし，2020年のプー

チン提案の憲法改正は，言わば，一括方式で

行われている。

　注6で指摘したように第9章の章名は，憲

法の改正と見直しを区別している。第136条

は，第3章から第8章を対象とする改正につ

いて規定し，第135条は，第1章，第2章およ

び第9章を対象とする見直しを規定している。

　この見直しとは，第135条によれば，次の

ことを意味する。第1章，第2章および第9

章の見直しの提案を，連邦会議の構成員およ

び国家会の議員の定数の5分の3が支持した

場合に，連邦的憲法法律にしたがって憲法集

会を招集し，憲法を変更しないか新憲法の草

案を作成するかを決める。新憲法の草案は，

憲法集会の定数の3分の2でこれを採択する

かまたは国民投票に提出する。

　この手続で新憲法を制定するために，第

135条は，憲法集会についての連邦的憲法法

律を採択する必要を明記している。しかし，

そのような法律をプーチンは提案していな

い。プーチンは，2020年1月の教書演説で憲

法改正を提案したときにも，93年憲法の基本

原則は変える必要はないと主張している（22）。

1993年憲法の潜在力は決して尽きていない。

憲法秩序ならびに人の権利および自由の基盤

は，願わくは，これから先の何十年も，ロシ

ア社会の堅固な価値基礎であり続けてほし

い 。この発言は，第135条の規定する手続の

難度の高さだけを理由とする発言ではない。

プーチンの93年憲法評価を反映している。

　憲法集会についての連邦的憲法法律につい

ては，統一ロシアの一部議員（2015年）（23）が

提案し，ロシア共産党（2020年）（24）も提案し

ている。

　以上のように，93年憲法は，第1章，第2

章および第9章と第3章から第8章の条文の

変更について難易に大きな差を設け，変更の

性格も異なるものと捉えている。そして，改

正手続の視点からだけでなく，内容の視点か

ら，第1章，第2章および第9章と第3章から

第8章との関係をどう見るかが問題となっ

た。

二　モルシャコーヴァの二重構造論と
ルキヤーノヴァおよびクラスノフ
の批判

　 憲法の脱構築 は，2020年改正に対する

対案提示のための啓発冊子である。内容は次

のとおりである。キリル・ロゴフ 編集者か

ら；憲法の脱構築 ，タマラ・モルシェコーヴァ

条文と現実：憲法過程の弁証法と憲法改

正 ，エレーナ・ルキヤーノヴァ 憲法アイ

デンティティと統治形態 ，ミハイル・クラ

スノフ 三角形の修正：権力体系の不均衡：

憲法の主要な難点 ，イリーナ・アレバスト

ローヴァ 衡立か標的か？憲法上の不均衡の

除去への接近の可能性 ，タマラ・モルシェ

コーヴァ 憲法，国際法および人権：対立で

はなく共生を ，オリガ・クリャシュコーヴァ

憲法裁判所をいかに改正すべきか ，エカ

チェリーナ・ミーシナ 退化の公式：掌中裁

判所または転化理論への復帰 。ここでは，

ロゴフ，モルシェコーヴァ，ルキヤーノヴァ

およびクラスノフの論文を取り上げる。ロゴ

フの論文は，編者の論文として，各論者の主

張に配慮しており，93年憲法と2020年改正
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の評価としても興味深い。モルシェコーヴァ，

ルキヤーノヴァおよびクラスノフの主張は，

93年憲法と2020年改正の評価の典型をそれ

ぞれ示している。

ロゴフ： 浸食機構 と93年憲法の比較類

型論

　編者のロゴフの論文は冊子全体の内容を整

理したものである。しかし，各論者の主張の

単なる繰り返しではない。対案提示に向けた

主要論点を，ロゴフの視点も加えて要約して

いる。

　ロゴフによれば， 変更不可の第1章およ

び第2章は完全に一貫した正確な原則的文明

的選択 を示すが，第3章から第8章，つま

り 国家制度および変更不可部に置かれた諸

原則の実現機構を記す 部分で 問題は複雑

になる（25）。なぜなら，権力機関の作用の 原

則的制度的枠 をこれらの章の条文は規定し，

そこには 憲法規範の可能な解釈の幅 も生

じるからである。この幅は，連邦議会が採択

する連邦法律または連邦的憲法法律からも，

連邦憲法裁判所の判決からも生じる。そして，

このような 可能な解釈の幅 があるために，

憲法条文は改正がなくても，可動なものなっ

ている（26）。

　つまり，ロゴフは，憲法と憲法現実の関係

を決めているのは，可変部分の条文と解釈で

あると考えている。そのような視点からすれ

ば，重要なのは，連邦的憲法法律および連邦

法律の憲法適合性審査を行う連邦憲法裁判所

の判決である。ロゴフは，国家会議が拒否し

た首相候補者と同一の候補者を連邦大統領が

連続して国家会議に提案できるかどうかをめ

ぐる判決（1998年12月11日，第114条 4項）

を取り上げている。これは適切である。なぜ

なら，連邦憲法裁判所は，同一の候補者を提

案することは連邦大統領の当然の特権だと判

示したからである（27）。

　しかし，問題を，裁判官の憲法解釈だけに

還元することはできない。問題を，連邦憲法

裁判所裁判官の解釈論（解釈方法論，条文の

解釈），連邦憲法裁判所の裁判官の独立，そ

して93年憲法の条文（条文の内容と無縁に

解釈が存在するわけではない）の三つの水準

で考えることが必要である。

　ロゴフは，この最後の問題を，かれの論文

の 浸食機構：半大統領制または超大統領制

で，やや婉曲に問題提起している。 しかし

ながら，開かれたままになっているのは次の

問題である。権力分立の相互関係の憲法によ

る解釈が，だんだんと競争縮小を引き起こ

し ，そのもとで憲法を再解釈することにな

り， 結局のところ，憲法の変更不可部分の

共和制イデオロギーを歪曲したのか，あるい

は，憲法条文の範囲外の原因による競争縮小

が憲法規範の現実における虚構化を導いたの

か？（28）。かれは， 権力分立の相互関係の

憲法による解釈 と 憲法条文の範囲外の原

因 のどちらが，（政治における）競争縮小

と憲法規範の虚構性を導いたかを問うている。

　 憲法条文の範囲外の原因 ，つまり， 統

一ロシア の結党と国家会議における多数派

化が競争縮小の原因であるとしても，ここで，

ロゴフは，それに尽きるのかを問題にしてい

る。かれが， 憲法による解釈 という奇妙

な文言で表現しているのは， 憲法の可変部

分での権力分立の相互関係 のことである。

つまり，可変部分の憲法の条文自体に，変更

不可部分の 浸食機構 が埋め込まれている
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のではないか。かれは，それを，93年憲法が，

半大統領制ではなく超大統領制であることと

して論じる。超大統領制と判断する事例とし

て，1998年のプリマコフ解任を挙げている。

これは，クラスノフが2012年に憲法改正を

提起したこととも関連する（後述）。

　このように93年憲法を超大統領制の憲法

と捉えると，2020年改正は， 法的に確認さ

れる超大統領制の方向での脱社会主義憲法の

進化ベクトルを発展 させるものであり（29），

そして， この十数年で形成されてきた勢力

の現実の均衡をあたかも確認 したものであ

る（30）。しかし，それは，新しい 枠 と 解

釈 をもたらす。そのような意味で， 改正

と 新レジーム との関係が問題となって

いく。

　以上のような認識を前提に，2020年改正

に対する対案が提示されて行くことになる。

93年憲法の変更不可部分と可変部分の区別

は，第135条による93年憲法の見直し，つま

り新憲法制定ではなく， 第1章および第2章

の基本原則の実現のためのよりふさわしい条

件の創出（31）のための改正の必要性の主張の

前提となる。2020年改正への対案の作成の

論理もここにある。ロゴフは，重要なものと

して次のことを指摘している。すなわち，第

80条3項からの 国の内外政策の基本方向の

決定 の排除，国家会議の首相候補者提案権，

連邦会議の選挙制，裁判官自治による裁判所

所長および副所長の選挙制と裁判手続での裁

判官の罷免。なお，巻末に，より具体の提案

が掲載されている（32）。

モルシェコーヴァ： 実利的法学的接近

と93年憲法の二重構造

　ロゴフが，93年憲法を変更不可部分と可

変部分に分けて，つまり，二重構造として見

るのはモルシェコーヴァの影響であると考え

ることができる。そこで，次に，モルシェコー

ヴァの論文を検討する（33）。

　モルシャコーヴァの論文 条文と現実：憲

法過程と憲法改正の弁証法 は，ロゴフが着

目する93年憲法の可変部分にある 浸食機

構 に関心を払っていない。彼女にとって，

まず， 憲法にもとづく活動において現れる

欠陥は，実際には，活動の欠陥である 。つ

まり，条文の問題ではない。彼女は次のよう

に述べる。すなわち，長い間，流行なのは，

わが国の基本法を批判することで，それが，

基本法の潜在力を利用して，憲法原則の（条

文ではなく実際の）逸脱を取り除くことの代

わりだった。逸脱を，三権は，自らに許して

きたし，許している。しかし，どんなに憲法

への批判を耳にしようとも，憲法改正は，基

本的な十分に正当な社会課題ではない（34）。

　彼女の言う憲法改正は，むしろ，新憲法制

定の意味に解したほうが彼女の本意に適う。

重要なことは，彼女にとって，憲法改正か新

憲法制定のどちらであっても，93年憲法を

批判し，93年憲法に代わる憲法をめざす行

為は受けいれがたいことである。彼女は，93

年憲法批判ではなく，発想を転換し，憲法の

基本原則（変更不可部分）の評価を前提に，

この基本原則の実現の妨害の除去を志向すべ

きと主張する。したがって，憲法の基本原則

の実現の妨害の除去の一手段としての憲法改

正の提案はありえ，基本原則の実現の妨害と

なる憲法改正には対案を提示することにな



浸食か発現か ●

（ 29 ）

る。しかし，対案の提示は一手段に過ぎない。

彼女が重視するのは，変更不可の憲法の基本

原則（第1章および第2章）を根拠に，可変

部分（第3章から第8章）の条文を解釈する

ことで，いかに基本原則を実現するかにある。

　彼女にとって欠陥または欠点の分析は，93

年憲法批判のためのものではなく，それを除

去し，93年憲法の基本原則の実現をめざす

ためのものである。 次のことを指摘する研

究者はまったく正しい。すなわち，われわれ

の生活において，憲法秩序の原則として憲法

が宣言し憲法の目的の実現のために必要な戦

略的前提が客観的に創出されていない。戦略

的前提とは，つまり，イデオロギーと政治の

多元性，複数政党制，自由な選挙，社会生活

のさまざまな領域での競争的環境，経済的積

極性の自由および裁判の独立，すなわち，憲

法が指示する枠組みと法発展の器具一式であ

る。したがって，憲法改革の出発点は，この

器具一式が実際に効果をもつのを妨げている

ものを明らかにすることである 。そして，憲

法秩序の原則の擁護に向けた改革の努力は，

この原則に一致しない解釈と規制を除去する

ことにより支えられている。そのような解釈

と規制は，権力機関の体系の作用に関係し，

憲法規定の可変部分の内にある 。言い換え

れば，モルシェコーヴァが目指すのは， 現

行の憲法の理念の実現における欠点を分析

することである（35）。

　モルシェコーヴァにとって，基本原則の実

現のための戦略的前提がロシア連邦に欠けて

いることは何の問題でもない。 ロシアの実

務は，例え，良き伝統が規範として確認され

ていたとしても，それに期待することを許さ

ない。しかし，よい憲法規範は必要である。

それが，何をめざす必要があるかを決めるか

らである 。

　そして，2020年改正の性格がどのような

ものかも彼女にとっては，それ自体を論ずる

ことは意味を持たない。なぜなら，大切なこ

とは， 変更不可部分に忠実であることが公

に宣言されているなら，必要なことは，どの

ような条件で，この変更不可部分が維持され

るか，何がそれを侵害するかを明らかにする

ような 実利的法学的接近 である。 最初

の2章の後で確認されているすべてのもの

は，最初の第2章の規定にふさわしく解釈さ

れ，適用されなければならない 。それを行

う点にこそが，法学と憲法裁判の特権である

と彼女は言う（36）。

　彼女の議論は，93年憲法を，変更不可の

護るべき基本原則と可変ではあるが基本原則

にもとづいて解釈運用されるべき実現部分と

の二重構造として描き，そうであるがゆえに

憲法改正は，基本原則をよりよく実現するた

めのものでなければならないとした点に意味

がある。その意味で，モルシェコーヴァの主

張を93年憲法の二重構造論と言うことがで

きる。二重構造論の意味は，基本原則にこそ，

93年憲法の価値と本質があることを明確に

した点にある。そして，ロシア連邦の憲法学

の課題は，93年憲法批判ではなく，93年憲

法完全実施のための解釈を行い，それにもと

づいて実現部分の条文を適用していくことに

ある。

　問題は，モルシェコーヴァが，具体例に則

して連邦ロシア憲法裁判所の判決批判を行わ

ず，解釈方法論も提示していないことである。

　少なくとも2020年改正までは，プーチン

は憲法改正を選択せず，93年憲法の枠内で
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あることを前提にプーチン政治を推進した。

連邦憲法裁判所が，プーチン政治の正統化の

役割を果たしてきた。したがって，その点に

ついての評価を欠いた解釈強調論は説得力が

ない。

　さらに言えば，第1章および第2章の条文

の解釈それ自体も問題となりうる。例えば，

権力分立についての第10条および第11条，

地方自治についての第12条，さらに人権制

限の第55条は，それをどのように解釈する

かが極めて重要である。この点では，これま

でにない試みが出されており，それらに着目

しつつ検討を進める必要がある。例えば，ロ

シア連邦の憲法学説と連邦憲法裁判所の判決

決定の包括的分析に基づく93年憲法の評

釈（37），第1章および第2章もふくめて93年憲

法の条文に適合したものとして連邦憲法裁判

所判決を描く試み（38）がある。

ルキヤーノヴァ：2020年改正による 憲

法アイデンティティ の破壊

　モルシェコーヴァの二重構造論が 実利的

法学的接近 からのものだとすれば，ルキヤー

ノヴァの立場は 憲法アイデンディ 論から

の二重構造論である。

　ルキヤーノヴァによれば，93年憲法の第1

章および第2章は， 単なる一揃いの文言と

用語 でははない。それは， ある国の発展

の一定の段階での集約された価値志向で

あり，自己識別基準（идентификационный 

маркер, identification mark） であり， 現代

の国際憲法において，憲法アイデンティティ

と呼ばれている ものである。93年憲法（つ

まり，第1章および第2章）によれば，この

憲法アイデンティティは 世界共同体の一員

であること，民主主義，連邦制，共和政，法

治国家および最高価値としての人権 であ

る（39）。

　そして，2020年改正の性格は，この憲法

アイデンティティの実現を不可能にするもの

である。彼女によれば，2002年改正は， 憲

法アイデンティティを変更する。それは，す

でに四半世紀のあいだに，法律と下位法令に

より脅威にさらされていた。改正は，憲法に

込められた価値と志向の実現が不可能な機構

を創出する 。そして，プーチンが， 基本法

の潜在力が尽きていない と述べたのも，ロ

シアの政治レジームの偽造性の証拠（40）に過

ぎない。そして，彼女は，2020年改正が，

どのように 憲法アイデンティティ の実現

を不可能とするかを検証する（41）。

　以上のようなルキヤーノヴァの 93年憲

法の憲法アイデンティティの実行不可能化

論は，彼女の2020年改正の評価である

憲 法 転 覆 （конституционный переворот, 

constitutional coup d’eta）（42）を，憲法アイデン

ティティの視点から言い直したものである。

　彼女は，次のように言う。 この改正は，

この20年間に生じた脱民主化の 達成 の

憲法化であると主張する人は正しい。我々は，

これを憲法退行と呼ぶ 。これは具体的には

クラスノフの2020年憲法理解を指している

（後述）。しかし，彼女は，憲法現実が存在し

ていたことと，それが憲法化されることとは

大きなちがいあると考えている。

　明文改憲の重大性は言うまでもないが，権

力配置や社会変動を伴わない憲法条文の変化

を 憲法転覆 と呼べるかどうか，憲法転覆

前後の憲法現実の性格に， 憲法転覆 と呼

ぶだけの相違があるか検証の必要がある。
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　ルキヤーノヴァの議論では，憲法現実がど

こから生じたか明確でない。ロゴフが提起す

る（政治における）競争縮小の原因が，憲法

の条文のなかにあるのか，それとも憲法条文

の外にあるのか，この点について，ルキヤー

ノヴァの議論では明確ではない。彼女は，ロ

シア連邦の統治形態を，混合政体（ロゴフの

言う半大統領制に相当）ではなく， 王位継

承制度付き選挙制二元君主制 （43）と規定す

る。その理由は，連邦大統領の権限が大きい

ということである。しかし，君主制は，君主

の権限が大きいかどうかの問題ではない。

　ただ，彼女が憲法アイデンティティに着目

して論ずるのは，念頭に，連邦憲法裁判所の

ゾーリキンの主張があるように思われる。

ゾーリキン論は，現代ロシア憲法理解の重要

課題である。

クラスノフ：2012年の憲法改正提案

　クラスノフは，イーゴリ・クリャムキンお

よびリリア・シェフツォヴァと憲法改正の問

題提起をした経験がある（44）。

　 私たちの見解によれば，半大統領制以上

に，ロシアのためにふさわしいものを，私た

ちは思いつかいないということに立脚する必

要がある。フランス，ポルトガル，フィンラ

ンド，ポーランド，ブルガリア，ルーマニア，

スロヴァキア，スロヴェニアその他の国の経

験が示すように，この形態は，まったく生命

力がある。この形態が承認されたときに，そ

のすべての国で，住民が政治文化と憲法意識

の高い水準をもっていたわけではない。で

は，なぜ，どの一つの国も個人レジーム

（персоналистский режим）（専制）ではなく，

わたしたちだけのところで，このレジームが

存在するのだろうか 。その理由は， これら

の国では，普通選挙で選ばれる大統領の権限

が議会の権限と均衡しているからである。こ

れこそが，わたしたちが達成すべきもので，

然るべく，ロシア憲法を改正しよう 。

　つまり，かれらの主張によれば，ロシア憲

法が定めているのは 大統領の権限が議会の

権限と均衡 していない 半大統領制（45）で

あり，この点を改正する必要がある。

　大統領は， 憲法秩序のまたは政治生活の

誠実な規則の維持者 であり，大統領は，党

派のための競技者 であってはならない。す

なわち， 内外の基本政策の決定 と 国家

権力機関の一致した作用と協力の確保 と

いった機能を大統領のところから奪う必要が

ある。後者は，霧がかかったようにあいまい

で，水に滲んだかのようにはっきりせず，実

際に，どんな国家機関にたいしても，その活

動に干渉する理由となる。そして，政府の形

成は国家会議が行うべきであり，政府不信任

は必ず政府総辞職となるべきであり，大統領

に自分の望みで政府を総辞職させてはなら

い。

　この主張が，新新聞 に掲載されたのは，

2012年1月12日で，ロシア連邦で，国家会

議の選挙不正へ抗議運動が始まった時期であ

る。これに対して，かれらは，公正な選挙

の要求だけでなく，憲法改正を提起しないと

問題は解決しないと訴えている。 公正な選

挙 で国家会議を選んだとしても，大統領が

党派のための競技者 として，内外政策の

基本方針を決め，国家機関の活動に干渉し，

気に入らない政府をいつでも総辞職させるこ

とが出きるなら，そこに，民主主義は存在し

ない。言い換えれば，超大統領制または議会
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と不均衡な大統領制と呼んできたものを大統

領中心主義と表現すると，（政治における）

競争縮小は，93年憲法が定める大統領中心

主義の発現である。そのような制度を定めて

いる93年憲法（とくに第80条，第83条3項，

第110条，第117条）は改正しなければなら

ない（46）。

　この主張は，広がらなかった。93年憲法

の定める超大統領制または不均衡な大統領制

という憲法上の制度が問題ではなく，選挙不

正という行為が問題と一般には捉えられてい

た。つまり，ロゴフがいう， 憲法条文の範

囲外の原因 が主要なものと捉えられてきた。

しかし，クラスノフにとっては，憲法条文こ

そが問題だった。クラスノフにとっての

2020年改正への対案の意味は，このような

93年憲法の見方が認められたことにある。

　しかし，93年憲法の変更部分の立脚した

解釈により，可変部分の問題を抑制すること

を展望するモルシャコーヴァ（解釈による変

更不可部分の完全実施）の展望は，大統領中

心主義憲法である93年憲法の明文改正を主

張するクラスノフには受け入られるものでは

ない。かれは，大統領中主義にもとでの（政

治おける）競争縮小または競争抑制におい

て，そのような解釈の可能性が生じるはずが

ないとモルシャコーヴァを批判している。そ

して，そのことを，連邦憲法裁判所の判決を

例に論じる（47）。

　93年憲法をそもそも大統領中心主義憲法

の要素をもつと考えるクラスノフにとって，

2020年改正は 憲法転覆 でも憲法アイデ

ンティティの破壊でもなく，それは 憲法の

精神と矛盾して形成されてきた実践を合法

化 するものである。つまり， 憲法現実の

憲法化 である。

　ただ，そうであるにしても，なぜ，憲法化

が企てられたのかは問題として残る。第4章

から第8章の改正を， 憲法現実の憲法化

として捉えることができるとしても，第3章

の改正のなかには，それだけでは説明しにく

いものがある。例えば，社会国家原則の強調

である。それは，多分に，国民からの憲法改

正への支持調達のためのものであり，憲法に

年金額改定に規定すべきかどうかは別とし

て，それは，憲法現実の反映ではなく，憲法

現実に欠けているものへの要望という面もあ

る。

おわりに　条文，解釈と現実，または
条文の継受と法学の継受

　モルシェコーヴァ，ルキヤーノヴァとクラ

スノフの主張の見取り図を描けば次のように

なる。モルシェコーヴァは，93年憲法の二

重構造の認識を前提に，実利的法学的接近

の立場から2020年改正への対案の必要を主

張している。しかし，彼女の二重構造とそれ

に基づく解釈論を強調する 実利的法学的接

近 の主張にたいしては，イーゴリ・クリャ

ムキンおよびリリア・シェフツォヴァと憲法

改正案の必要をすでに2012年に主張してい

たクラスノフが批判している。その対立は，

93年憲法の基本原則の憲法解釈による完全

実施 論対 93年憲法の明文改正必要 論

と整理できる。これにたいして，2020年

改 正 を 憲 法 転 覆 （конституционный 

переворот. Constitutional coup d’État）と見る

ルキヤーノヴァは，変更不可部分の基本原則

が可変部分の2020年改正ですでに破壊され
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た見ている。その意味では，モルシェコーヴァ

の見解と全く異なる。

　共通なのは， 93年憲法の基本原則の実現

を妨げるもの とみるか， 93年憲法の本質

的欠陥 と見るかは別として，93年憲法が

規定する連邦大統領の地位，役割および権限

に問題があるという点である。それが，対案

形成を可能とした。

　そして，対案形成は，93年憲法の憲法条

文と憲法現実との相関をあらためて問うもの

でもある。 憲法の脱構築 の一番の意味は

この点にあるのではないか。つまり，編者の

ロゴフの言う，問題の原因は， 憲法条文そ

れ自体か，憲法条文の外か を問題提起した

ことにある。これをどう考えるかによって，

93年憲法の比較憲法類型論のあらたな展開

も必要となる（48）。

　そして，これと関連して，現代ロシアにお

ける憲法解釈の可能性の論点が，モルシェ

コーヴァとクラスノフの主張の対立を通して

浮かび上がっている。たしかに，連邦憲法裁

判所判決の批判的分析を欠いた解釈強調は意

味がない。しかし，（政治における）競争が

存在する，つまり，民主主義のもとでしか解

釈論の発展はないと断定することにも疑問が

残る。要するに，現代ロシアにおける 憲法

条文―憲法解釈―憲法現実 との相関の検討

が必要である。この場合の，憲法解釈は，単

なる法技術としてのそれではない。あるいは，

法解釈が自立した法技術として成立する前提

を問うことであると言い換えることもでき

る。憲法学の意義や憲法裁判所の判決決定の

意義，憲法裁判官の信条，憲法裁判所裁判官

の独立，憲法裁判所の憲法秩序維持機能と人

権擁護機能との相関等，多くの論点がある。

差し当たりは，連邦憲法裁判所論が必要であ

る。別の機会に論じたい。
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